
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
（ａ）同時押出ダイのノズルの環状オリフィスからポリマー状流体を無理に押出し一方該
ノズルのセンターコア（心型）から凝固流体を無理に押出すこと、及び
（ｂ）凝固浴の表面の上方のそしてそれに平行な面の中での該ノズルの動きを、規定され
た形の中空繊維膜を前記の浴の中で生成させるように前記の動きを制御しながら、自動的
に遂行すること
のステップを含んで成る、規定された形の中空繊維膜を自動的に注型するための方法。
【請求項２】
（ａ）オフセットの環状オリフィス及びセンターコア（心型）を持つノズルを有する同時
押出ダイ、
（ｂ）該ノズルの該環状オリフィスからポリマー状流体を無理に押出し一方該センターコ
ア（心型）から凝固流体を無理に押出すための手段、並びに
（ｃ）規定された形の中空繊維膜を凝固浴の中で生成させるように該ノズルの動きを制御
しながら、前記凝固浴の表面の上方のそしてそれに平行な面の中で該ノズルを自動的に動
かすための手段
を含んで成る、規定された形の中空繊維膜を自動的に注型するための装置。
【請求項３】
規定された形の中空繊維膜を自動的に注型するためのシステムの制御のためのコード化さ
れた命令（ソフトウェア）がその中にあるコンピュータ記憶媒体であって、該システムが
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、少なくとも一つのサーボドライバを経由してコンピュータに作動自在に連結されたＸ、
Ｙ及びθ方向のサーボモータ、凝固浴を保持するためのタブ、並びにオフセットの環状オ
リフィスを有する同時押出ダイを含み、そして該ソフトウェアが、凝固浴の表面の上方の
そしてそれに平行な面の中での該ノズルの動きを、前記の規定された形の中空繊維膜を前
記凝固浴の中で生成させるように前記の動きを制御しながら、自動的に遂行するためのコ
ードを含んで成るコンピュータ記憶媒体。
【発明の詳細な説明】
これは、 1992年２月４日に提出された同時に係属する U.S.S.N.07/831,142（ Milliken及び
Barnes）の一部継続出願である。

本発明は、全体としては管状中空繊維膜を製造するための方法及び装置に関し、そして更
に詳細には中空繊維膜を自動的に注型するためのコンピュータ制御された機械に関する。

本発明は、管状中空繊維膜、例えば、例 0.125ミリメートル（ mm）の壁厚さを有する 6mm径
の管状の形を有する膜の種々の形状を注型する製造方法を取り扱う。このような膜は、 19
91年５月 26日に発行された米国特許第 5,002,661号中で Chickらによって述べられたように
、人工膵臓において使用することができる。しかしながら、これらの膜は、非常に破損し
やすくそして成形するのが困難である。このような壁－対－径の比を有するつんだ（ tigh
t）コイル及び螺旋の形を成形することは特に困難である。
既知の注型方法は、同時押出ダイのノズルの環状オリフィスからポリマー状流体を無理に
押出し一方このノズルのセンターコア（心型）から凝固流体を無理に押出すことを含む。
相逆転プロセスがこれらの２つの流体の間の接触の点で起きる。結果として、ポリマー状
流体が凝固しそして管状構造体を生成させる。管状構造体の凝固速度は凝固流体中の溶媒
によって和らげられ、これが、最後の硬化が起きる前の繊維の幾らかの操作を可能にする
。押出ダイの数ミリメートル下に、水の大きな浴が存在する。生成する管状構造体をこの
浴の中に浸けると、そこで一層の凝固が始まり、そしてそれが完全に凝固されたようにな
るであろう前に所望の形状に成形される。
ある種の用途においては、特定の形又は形状の、例えば螺旋の又はコイルの形の中空繊維
膜を使用することが望ましい。しかしながら、ゆがみ又はけん縮が膜の壁において起きな
いことが重要である。

従って、本発明の目的は、中空繊維膜を種々の規定された形、例えば螺旋、線状、円形、
長方形などに注型するための自動化されたシステムを提供することである。加えて、この
システムは、効率的でありそして高いレベルの再現性を提供しなければならない。システ
ムの生産性を増すであろう、注型の間に（飛行中に（ on　 the　 fly））形状を変える能力
を有することもまた有利であろう。
これらのゴールを達成するために、静止凝固浴の上方でノズルを動かすことが決定された
。好ましい実施態様においては、所望の形を有する膜を作るために、静止凝固浴に平行な
面の中のノズルの動きを制御するためにコンピュータを使用する。注型は、壁厚さにおい
て起きるゆがみを補償するであろうやり方で常にノズルを方向付けなければならないとい
うことによって複雑化される。このようなゆがみは、膜が注型されている時の膜の曲がり
によって起きる。押出物の流れパターンを調節してカーブの内側によりも外側により多く
のポリマーを供給しない限り、構造体の外の繊維は延ばされそして内の繊維は圧縮され、
これが内の壁よりも薄い外の壁をもたらす。これを補償するためには、ノズルの環は、環
の一部を流体がノズルを出る点で反対の部分よりも少し厚くするためにオフセットである
。本発明によれば、ノズルの方向付けを、より多くのポリマーが内の縁に沿ってよりも膜
のカーブになった区分の外の縁に沿って供給されるように制御する。これは、均一に対称
的な壁厚さを結果としてもたらす。好ましい実施態様においては、“シイタア”（θ）と
呼ばれる回転の第三軸が制御プログラム中に含まれる（“シイタア”及び“θ”は、本明
細書及び添付の図面中で交換可能に使用される）。ノズルが例えば 90゜の角度を通して半
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径に沿って動かされる時に、ノズルは同じ方向に 90゜だけ回転されるが、この回転は巻き
（ turn）が作られるにつれて整合される。
従って、本発明によって取り囲まれる方法は、（ａ）同時押出ダイのノズルの環状オリフ
ィスからポリマー状流体を無理に押出し一方該ノズルのセンターコア（心型）から凝固流
体を無理に押出すこと、及び（ｂ）凝固浴の表面の上方のそしてそれに平行な面の中での
該ノズルの動きを、規定された形の中空繊維膜を前記の浴の中で生成させるように前記の
動きを制御しながら、自動的に遂行することのステップを含んで成る。好ましい実施態様
においては、ステップ（ｂ）は、実質的に均一な壁厚さの中空繊維膜を注型するために、
少なくとも３つの軸、Ｘ、Ｙ及びθに対する前記のノズルの整合された動きを遂行するこ
とを含んで成る。本発明によれば、ポリマー状流体は、ノズル内でオフセットである環状
オリフィスを通して押出され、そしてノズルは、Ｘ及びＹ軸に沿った動きと整合させてθ
軸の回りに回転させることができる。ノズルの動きは、有利には環状オリフィスのオフセ
ット及びポリマー状流体の粘度に従って遂行することができる。一つの好ましい実施態様
においては、本発明の方法を、約４～７ミリメートルの内径及び約 100～ 200マイクロメー
トルの壁厚さを有する中空繊維膜を注型するために適応させる。勿論、本発明はまた、他
の領域の径及び壁厚さを達成することができる。
本発明による装置は、オフセットの環状オリフィス及びセンターコア（心型）を持つノズ
ルを有する同時押出ダイ、前記の環状オリフィスからポリマー状流体を無理に押出し一方
前記のセンターコア（心型）から凝固流体を無理に押出すための手段、並びに規定された
形の中空繊維膜を凝固浴の中で生成させるように前記のノズルの動きを制御しながら、前
記の浴の表面の上方のそしてそれに平行な面の中で前記のノズルを自動的に動かすための
手段を含む、上述のステップを実施するための手段を含む。
加えて、本発明は、中空繊維膜を自動的に注型するためのシステムの制御のためのコード
化された命令（ソフトウェア）がその中にあるコンピュータ記憶媒体（例えば、コンピュ
ータディスク、テープ）を包含する。このシステムは、少なくとも一つのサーボドライバ
を経由してコンピュータに作動自在に連結されたＸ、Ｙ及びθ方向のサーボモータ、凝固
浴を保持するためのタブ、並びにオフセットの環状オリフィスを有する同時押出ダイを含
む。本発明によるソフトウェアは、凝固浴の表面の上方のそしてそれに平行な面の中での
前記のノズルの動き（回転を含む）を、規定された形の中空繊維膜を生成させるように前
記の動きを制御しながら、自動的に遂行するためのコードを含んで成る。
異なるコンピュータアルゴリズムを用いることによって、本発明者らは、成功裏にコイル
、螺旋、直線及びその他の形を製造した。コンピュータは、形を制御しそしてノズルの加
速、速度、変位及び位置付けを整合して、異なるポリマーの粘度及び溶媒濃度の要件をマ
ッチさせる。Ｘ、Ｙ及びθの動きは飛行中に計算され、それ故形の変化を行うのが容易で
ある。一度受け入れられる形状が達成されると、関連するパラメータは将来の呼び戻しの
ために記憶することができる。本発明のその他の特徴は、好ましい実施態様の詳細な説明
と関連して以下に議論される。

図１は、本発明を具体化する膜注型システムを図示する。
図２は、本発明に従った同時押出ダイ又はノズルのＸ、Ｙ及びθ軸に関する整合された動
きを図示する。
図 3.　１～ 3.　 25は、本発明に従って膜注型システムを制御するためのコンピュータプロ
グラムのフローチャート及び関係した説明のスクリーンディスプレイを図示する。

上で議論したように、本発明の膜注型システムは、オフセットの環状オリフィスを持つノ
ズルを有する同時押出ダイ、前記の環状オリフィスからポリマー状流体を無理に押出し一
方センターコア（心型）から凝固流体を無理に押出すための手段、及び凝固浴の上方で前
記のノズルを自動的に動かすための手段を含む。ノズルの動きは、規定された形の中空繊
維膜を生成させるために、予めプログラムされたコンピュータによって自動的に制御され
る。
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図１は、本発明の膜注型システムの一つの実施態様を図示する。この特別な実施態様はＸ
、Ｙ及びθ方向のサーボモータ 1A、 1B及び 1Cを含み、そしてこれらの各々は関係した位置
エンコーダ 2A、 2B及び 2Cに連結されている。それぞれのモータは、１－及び２－軸サーボ
ドライバ４並びに関係したインターフェイスカード（図示しない）を経由してコンピュー
タ３によって制御される。このコンピュータは、図 3.　３～ 3.　 25を参照して以下に詳細
に説明されるソフトウェアに従って作動するようにプログラムされる。またこのシステム
中に含まれるのは、凝固浴（図示しない）を保持するためのタブ５、ベアリング案内 6A～
6C、キャリジ 7A、 7B、スクリュドライブ 8A、 8B、ロータリテーブル９及び同時押出ダイ 10
である。この実施態様におけるサーボモータ（ 50oz.－ in.のトルク、０～ 60VDC）は、 Bal
dor　 Motion　 Products　 Group,Fort　 Smith,Arkansasからモデル No.M2250の下で入手で
きる。サーボドライバ（ PWMサーボ amps）は、 Baldor　 Motion　 Products　 Group,Plymout
h,New　 Hamphsireからモデル TSD　 Series　 One　 and　 Two　 Axisの下で入手できる。エン
コーダ（１回転あたり 1000パルス、差動の、オープンコレクタタイプ）は、 Sumtak,Somer
set,New　 Jerseyからモデル No.LBLの下で入手できる。そして、インターフェイスカード
は、 Motion　 Research　 Inc.,Plymouth,Minnesotaからモデル No.PC/MCの下で入手できる
。しかしながら、本発明はこの特定の実施態様に限定されないことに注意せよ。
図２は、同時押出ダイ 10のＸ、Ｙ及びθ方向の動きが、ダイの前面が繊維を注型する際に
たどる経路に対して固定された位置に保持されるようにどのようにして整合されるかを図
示する。上で述べたように、この整合された動きが、ポリマー状流体がノズル内のオフセ
ットの環状オリフィスを通って押出される時に、前記システムが均一な膜厚さの中空繊維
膜を注型することを可能にする。ノズルの動きは、有利には一定の流体流量を維持するよ
うに実施することができるが、流体流量は、環状オリフィスのオフセット及びポリマー状
流体の粘度の関数である。
図 3.　１～ 3.　 25は、コンピュータ３をプログラムするためのフローチャート及び関係し
た例示のスクリーンディスプレイを図示する。これらの図面のフローチャート部分はシス
テムを制御する際のコンピュータの操作を示し、そしてスクリーンディスプレイ部分はシ
ステムのユーザインターフェイスアスペクト（ aspects）を示す。
図 3.　１は、プログラムの最初のセットアップ部分を示す。第一に、ブロック 11において
、システムは省略時目的ファイルをロードする。省略時目的ファイルは、省略時（又は推
定された）レイアウト、パターン、繰り返し格子、及びモータ制御パラメータを規定する
データを含む。（“レイアウト”は、注型テーブルのイメージがコンピュータスクリーン
にマップされるやり方である。格子は注型ウィンドウをセルに分割するためにスクリーン
の上に引かれた一連のラインであり、ここで各々のパターンは各々のセル中に一度引かれ
る）。ブロック 12においては、メニュー及びデータ入力フォームを初期化する（これらの
フォームは後で説明する）。ブロック 14においては、図形パラメータを初期化し、そして
注型表面ウィンドウ及び情報ウィンドウを表示する（これらのウィンドウは後で説明する
）。ブロック 16においては、システムは、ユーザがノズルが満足な状態にあること（例え
ば、それが操作の間に何かに衝突しないであろうこと）を確認するまで待つ。ブロック 18
においては、ディスプレイスクリーンをクリアする。ブロック 20においては、モータコン
トローラを初期化し、そして初期 PID（比例、積分、微分）定数を設定する。 PID定数はモ
ータ制御技術においては十分に理解されていることに注目せよ。それらは、本質的にはモ
ータ出力を加減するためにフィードバックデータを使用する。ブロック 22においては、Ｘ
、Ｙ及びθモータの定位置（即ち、参照位置）を決定する。
コンピュータ９の操作の説明を続ける前に、スクリーンディスプレイのフォーマットを図
3.　２を参照して手短に説明する。スクリーンは５つの領域、 S1～ S5に分割されている。
領域 S1は、その中に注型テーブル及び注型されている膜のイメージが表示される“活動注
型ウィンドウ”である。領域 S2は、ユーザがそれから選択する又はユーザがその中にデー
タを入力するメニュー及びフォームを表示するためのものである。領域 S3は、コンピュー
タのある種の機能キーに対応する機能を示す援助ウィンドウを表示する。領域 S4は、実時
間情報ウィンドウを表示する。そして、領域 S5は、実時間モード情報（例えば、注型ダイ
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の速度）を表示する。活動注型ウィンドウ S1はまた、後で説明する“ステップ　アンド　
リピート”注型格子も描写する。これらのウィンドウの特定の例もまた後で説明する。
さて図 3.　３及び 3.　４を参照して説明すると、コンピュータは、そこでメインメニュー
が表示されそしてシステムがユーザ入力を待つブロック 24（図 3.　３）において操作を続
ける。図 3.　４中に示すように、メインメニューは、領域 S2（メニュー及びフォームウィ
ンドウ）中に表示されそして以下の選択を含む：ランを開始せよ、θを位置付けよ（ダイ
を選択されたθ位置に動かせ）、Ｘ及びＹを位置付けよ（ダイを選択されたＸ、Ｙ位置に
動かせ）、ホーム（ダイをＸ、Ｙ及びθにおける定位置に動かせ）、パターンを規定せよ
、ラン格子を規定せよ、レイアウトを規定せよ、モータ及びロード／セーブを規定せよ。
これらのオプションは、それぞれ図 3.　３の決定ブロック 26、 30、 34、 38、 42、 46、 50、
54及び 58によって示される。 2.14巻き及び 147.15mmの長さの例示の円パターンが、実時間
情報ウィンドウ S4によって映されるように、図 3.　４の活動注型ウィンドウ S1中に表示さ
れる。加えて、実時間モードウィンドウ S5は１秒あたり 94.35ミリメートルの経路速度を
示し、そして援助ウィンドウ S3は機能キー並びにそれらの対応する機能（出口、出口－ホ
ーム、スキップセル、休止－再開、ライン、タンジェント及び半径）を示す。これらの機
能は、それらが当該技術において良く知られていてそして特許請求された発明の一部では
ないので、本明細書中では詳細には説明しない。
図 3.　３を参照して説明すると、ユーザが所望の機能を選択する時には、コンピュータは
それに応じて以下のブロックの一つに分岐する：
28　現在のパターンをステップ　アンド　リピートせよ（このブロックは図 3.　 24を参照
して後で説明する）。
32　ヘッド角度を設定せよ、ここではユーザは矢印キーを使用してダイ角度を設定する。
36　Ｘ及びＹの位置を設定せよ、ここではユーザは矢印キーを使用してダイを選択された
Ｘ、Ｙ位置に設定する。
40　ホームを見い出せ、ここではホームスイッチが見い出されるまでテーブルをＸ及びＹ
方向に走査する。
44　パターン規定（このブロックは図 3.　５を参照して以下に説明する）。
48　規定データ入力（このブロックは図 3.　 14及び 3.　 15を参照して後で説明する）。
52　レイアウト規定データ入力（このブロックは図 3.　 16～ 3.　 19を参照して後で説明す
る）。
56　モータ規定（このブロックは図 3.　 20を参照して後で説明する）。
60　セーブ／ロード（このブロックは図 3.　 22を参照して後で説明する）。
図 3.　５を参照して説明すると、パターン規定操作は、パターン規定メニューが表示され
るブロック 62で始まる。決定ブロック 64、 68、 72、 76及び 80は、それぞれ、ユーザが選択
することができるパターンオプション、例えば螺旋、円、丸みのある長方形、振動、及び
スクリーンをクリアせよを示す。これらのオプションの一つを選択すると、コンピュータ
は以下のブロックの選択された一つに分岐する：
66　螺旋規定、
70　円規定、
74　丸みのある長方形規定、
78　振動規定、
80　図形ディスプレイをリセットせよ。
螺旋規定ブロック 66は図 3.　６及び 3.　７を参照して以下で説明する。円規定ブロック 70
は図 3.　８及び 3.　９を参照して後で説明する。丸みのある長方形規定ブロック 74は図 3.
　 10及び 3.　 11を参照して後で説明する。そして振動規定ブロック 78は図 3.　 12及び 3.　
13を参照して後で説明する。
さて 3.　６を参照して説明すると、螺旋規定データ入力手順はブロック 84において始まる
。ブロック 86においては、ユーザは、パターンの中心のための所望のＸ、Ｙ座標を入力す
る。ブロック 88においては、ユーザは、螺旋の開始及び終了半径を入力する（これらのパ
ラメータは 3.　７中に示される）。ブロック 90においては、ユーザは、巻きの数、層の数
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及び螺旋の方向（即ち、時計方向か又は反時計方向）を入力する。 3.　７の例示の螺旋パ
ターンにおいては、ウィンドウ S2中に示されるように、巻きの数は４であり、層の数は２
であり、そして方向は負である。（これらのパラメータの意味は図 3.　７中に示されてい
る。手短に言えば、各々の層は一つの面の中にあり、そして一つのパターンはカーブの継
続によって一緒に接続された１以上の層を有することができる。巻きの数は、パターンが
360゜旋回する回数の数である）。ブロック 92においては、ユーザは経路速度を入力する
。ブロック 94においては、ユーザは度でのスタート位置を入力する。ブロック 96において
は、ユーザは、入り口半径（Ｘ＝０、Ｙ＝０に対する螺旋の中心からの距離）及び巻きの
数を入力する。ブロック 98においては、ユーザは出口半径及び巻き数を入力する。入り口
及び出口半径を設定する際の目標は、パターンへの滑らかな入り口／パターンからの滑ら
かな出口を与えることである。ブロック 100においては、ユーザは、まさに規定された螺
旋を“現在の”パターンにすべきかどうかを決定する。そうである場合には、コンピュー
タは、ブロック 102において、パターン規定変数を更新しそして、図 3.　７中に示すよう
に、螺旋パターンをテーブルディスプレイウィンドウ S1中に表示する。
図 3.　８及び 3.　９は、円パターンを規定するための手順を図示し、そしてかくして、螺
旋パターンを規定するための手順を示す図 3.　６及び 3.　７と類似である。円規定データ
入力プロセスはブロック 104（図 3.　８）において始まり、そこではデータ入力フォーム
はウィンドウ S2（図 3.　９）中に図示されている。次に、ユーザは、中心Ｘ、Ｙ座標（ブ
ロック 106）、半径（ブロック 108）、巻きの数及び方向（ブロック 110）、経路速度（ブ
ロック 112）、スタート位置（ブロック 114）、入り口半径及び巻き数（ブロック 116）、
並びに出口半径及び巻き数（ブロック 118）を入力する。ブロック 120においては、ユーザ
は、このパターンを現在のものにすべきかどうかを決定する。そうである場合には、コン
ピュータは、ブロック 122において、パターン規定変数を更新し、そしてパターンをテー
ブルディスプレイウィンドウ S1（図 3.　９）中に表示する。
図 3.　 10及び 3.　 11は、それぞれ、丸みのある長方形パターン規定手順（ブロック 74、図
3.　５）のためのプログラムのフローチャート部分及び対応する例示のスクリーンディス
プレイである。ブロック 124において、丸みのある長方形規定データ入力手順は、データ
入力フォームのウィンドウ S2（図 3.　 11）中へのディスプレイから始まる。ブロック 126
においては、中心Ｘ、Ｙ座標を入力する。ブロック 128においては、Ｘ軸に沿ったパター
ンの長さを入力する。ブロック 130においては、Ｙ軸に沿った長さを入力する。ブロック 1
32においては、コーナー半径を入力する。ブロック 134においては、巻きの数を入力する
。ブロック 136においては、方向を入力する。そして、ブロック 138においては、経路速度
を入力する。今述べたパラメータの各々に対する例示の値を、図 3.　 11のスクリーンディ
スプレイのデータ入力ウィンドウ S2中に図示する。テーブルウィンドウ S1は、これらのパ
ラメータの各々が本発明の明細書においてどのようにして規定されるかを示す。決定ブロ
ック 140（図 3.　 10）においては、ユーザは、このパターンを現在のものにすべきかどう
かを決定する。そうである場合には、コンピュータは、ブロック 142に分岐し、そしてパ
ターン規定変数を更新し、そしてパターンをウィンドウ S1（図 3.　 11）中に表示する。
さて図 3.　 12を参照して説明すると、振動パターン規定手順（ブロック 78、図 3.　５）は
ブロック 144において始まる。例示の振動ディスプレイスクリーンをスクリーン 3.　 13中
に図示する。ブロック 146（図 3.　 12）において、ユーザは、Ｘ、Ｙ座標におけるスター
ト位置を入力する。ブロック 148においては、パターンのＸ軸長さを入力する。ブロック 1
50においては、パターンのＹ軸長さを入力する。ブロック 152においては、パターンにお
けるサイクルの数を入力する。そして、ブロック 154においては、経路速度を入力する。
これらのパラメータは、図 3.　 13中に示すように規定される。決定ブロック 156において
は、ユーザは、このパターンを現在のパターンにすべきかどうかを決定し、そしてそうで
ある場合には、コンピュータは、ブロック 158においてパターン規定変数を更新し、そし
てパターンをテーブルディスプレイウィンドウ S1（図 3.　 13）中に表示する。
図 3.　 14は、図 3.　３のラン規定データ入力手順 48のための手順を図示する。ブロック 16
0において、この手順は、ディスプレイのウィンドウ S2（図 3.　 15）中へのラン規定入力
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フォームのディスプレイによって始まる。このフォームによって、ユーザは、Ｘ方向中の
セルの数（ブロック 162）及びＹ方向のセルの数（ブロック 164）を入力する。図 3.　 15の
例においては、これらの値の各々は、ウィンドウ S1中の表示されたパターンによって映さ
れるように、２である。決定ブロック 166においては、ユーザは、これらの入力を現在の
ものにすべきかどうかを決定する。そうである場合には、コンピュータは、ブロック 168
において格子規定変数を更新し、そして格子をテーブルディスプレイウィンドウ S1（図 3.
　 15）中に表示する。図 3.　 15は、同一の円パターンの 2x2格子の例を示す。
図 3.　 16及び図 3.　 17は、図 3.　３のレイアウト規定データ入力手順 52を詳論する。図 3.
　 16を参照して説明すると、レイアウト規定手順はブロック 170において始まり、そこで
はレイアウト規定メニューが、図 3.　 17中に示すように、ウィンドウ S2中に表示される。
ブロック 172においては、ユーザは、ディスプレイビューポートのための興味の選択され
た領域を入力する。ブロック 174においては、ディスプレイの活動領域のための座標を入
力する。ブロック 176においては、ディスプレイのワールド座標系のための単位（ミリメ
ートル又はインチ）を入力する。ブロック 178においては、活動領域ディスプレイ格子の
ためのパラメータ（数、長さ、タイプ）を入力する。ブロック 180においては、ラン－時
間情報ビューポートのパラメータを入力する。ブロック 182においては、引き（ draw）だ
けのモード（このモードにおいては、膜は実際には注型されない）のためのパラメータを
入力する。そして、ブロック 184においては、自動報告モード（このモードにおいては、
プログラムランが自動的に繰り返される）のためのパラメータを入力する。決定ブロック
186においては、ユーザは、このレイアウトを現在のレイアウトにすべきかどうかを決定
し、そしてそうである場合には、コンピュータは、ブロック 188においてレイアウト規定
変数を更新し、そして新しいレイアウト規定データに従ってスクリーン全体をリフレッシ
ュする。
図 3.　 17は、ワールド座標系を変えるための、又はズーミングのための手順と関連した例
示のスクリーンディスプレイを図示する。図 3.　 17のディスプレイと図 3.　 15のディスプ
レイとを比較することによって、ディスプレイウィンドウ S1に関する座標境界を変えるこ
とによって、ユーザはスクリーンの選択された部分を拡大することができることを理解す
ることができる。
図 3.　 18は、図 3.　３のモータ規定手順 56を更に図示する。ブロック 190においては、モ
ータ規定メニューが表示される。決定ブロック 192、 196及び 200においては、ユーザは PID
のＸ軸、Ｙ軸、又はθ軸を選択し、そしてコンピュータはそれに応じてブロック 194、 198
又は 202の一つに分岐して、 PID規定データ入力手順を実施する（図 3.　 19は、この手順の
ためのフローチャートを図示する）。決定ブロック 204においては、ユーザは、モータを
初期化すべきかどうかを決定する。そうである場合には、コンピュータは、そこでモータ
が停止されるブロック 206に分岐し、そして新しく規定された PID状態にリセットする。
図 3.　 19を参照して説明すると、 PID規定データ入力フォームをブロック 208において表示
する。ブロック 210、 212、 214、 216及び 218においては、ユーザは、比例利得、積分利得
、積分端、微分利得及び微分サンプル時間係数のためのパラメータ（これらは PID制御パ
ラメータである）を入力する。決定ブロック 220においては、ユーザは、正に規定された P
ID設定を現在のものにすべきかどうかを決定する。そうである場合には、コンピュータは
ブロック 222において PID規定変数を更新し、そして新しい規定データに従って特定された
モータコントローラを設定する。
図 3.　 20は、図 3.　３のブロック 60のセーブ及びロード手順を図示する。ブロック 224に
おいては、セーブ及びロードメニューを表示する。決定ブロック 226においては、ユーザ
はファイルをセーブすべきかどうかを決定し、そしてブロック 228においては、ユーザは
ファイル名を入力し、そしてコンピュータはこのファイルを特定されたファイルにセーブ
する。決定ブロック 230においては、ユーザは特定されたファイルから一つのファイルを
ロードすべきかどうかを決定する。ブロック 232においては、ユーザはファイルを指名し
、そしてコンピュータは特定されたファイルをロードする。
図 3.　 21は、ブロック 24～ 60のユーザ入力手順が完了した後の、図 3.　３の手順の残りの
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ためのフローチャートの部分を図示する。ブロック 234においては、コンピュータはモー
タコントローラを初期化する。ブロック 236においては、コンピュータはフォーム及びメ
ニューシステムを閉じる。ブロック 238においては、コンピュータはスクリーンをクリア
しそしてコンピュータ中の関係した図形カードをテキストにリセットする。そして、ブロ
ック 240においては、コンピュータは操作システムに出る。
図 3.　 22～ 3.　 25は、図 3.　３のブロック 28のステップ　アンド　リピートの現在のパタ
ーン手順を図示する。この手順はブロック 250（図 3.　 22）において始まる。ブロック 252
においては、現在の格子位置に関するＸ及びＹオフセットを計算する。ブロック 254にお
いては、セルの縁に沿った最短経路を使用してダイをセル原点まで動かす。ステップ 256
においては、コンピュータは円パターンが既に要求されたかどうかを決定する。そうであ
る場合にはコンピュータはブロック 258に分岐する。同様に、ステップ 260、 264及び 268に
おいては、コンピュータは螺旋パターン、丸みのある長方形パターン、又はその他のタイ
プのパターンが既に要求されたかどうかを決定し、そしてそれに応じてブロック 262、 266
又は 270の適切な一つに分岐する。（ブロック 258、 262、 266及び 270はお互いに類似であ
り、それ故本明細書中ではブロック 258だけを更に説明することに注目せよ。これは図 3.
　 23～ 3.　 25を参照して行う）。決定ブロック 272においては、コンピュータは限界を越
えた（ overlimit）エラーが検出されたかどうかを決定し、そしてそうである場合にはブ
ロック 274に分岐するが、そこではモータを停止しそして警告メッセージを表示する。決
定ブロック 276においては、プログラムはキーボードオーバーライドが起きたかどうかを
検出し、そしてそうである場合には決定ブロック 280に分岐するが、そこではコンピュー
タはオーバーライドが拡張であったかどうかを決定する。拡張が要求された場合には、ブ
ロック 282を実行しそしてすべてのモータを停止する。オーバーライドが拡張ではなかっ
た場合には、ブロック 284において、コンピュータはオーバーライドが出口ホーム命令で
あったかどうかを決定する。そうである場合には、ブロック 286においてすべてのモータ
を停止し、そしてブロック 288の手順を実行する、即ち HMRI_find_home及び HMRI_home_the
taはそれぞれモータをＸ、Ｙ＝０及びθ＝０に設定する。決定ブロック 290においては、
コンピュータはオーバーライドが次のセルへ動く要求であったかどうかを検出し、そして
そうである場合にはブロック 252に分岐する。ブロック 276においてオーバーライドが検出
されなかった場合には、コンピュータはブロック 278に分岐するが、そこではそれは次の
セル又は格子が要求されたかどうかを決定し、そしてそうである場合にはブロック 252に
分岐する。
図 3.　 23～ 3.　 25は、図 3.　 22のブロック 258の HMRI_spiral手順のためのフローチャート
の部分を図示する。この手順はブロック 300（図 3.　 23）において始まる。ブロック 302に
おいては、各々のモータの加速をモータコントローラによって最大に設定する。ステップ
304においては、 HMRI_move手順を実行するが、そこではＸ、Ｙモータがダイをそのスター
ト位置に動かす。ブロック 306においては、θモータをユーザが規定したスタート角度に
設定する。決定ブロック 308においては、コンピュータは２つの軸の動きが完了するまで
待つ。ブロック 310においては、コンピュータは、パターンがトレースされるべき方向、
即ち、螺旋の動きが外側から中へか又は内側から外へかのどちらなのかを示す論理トグル
を設定する。ブロック 312においては、コンピュータは、ユーザが規定したスタート半径
に対する参照半径を設定する。ブロック 314においては、コンピュータはθ増分速度をそ
の最大値に設定する。ブロック 316においては、コンピュータは、１度の回転あたりの半
径の変化の量を計算する。ブロック 318は、最大半径がスクリーンの上に表示されること
を示す。
さて図 3.　 24を参照して説明すると、ブロック 320においては、コンピュータは半径に依
存した動き増分を計算する。（この増分は以下のように説明することができる。流体は一
定速度でノズルから流れるので、ノズルの線又は経路速度もまた一定に保持されなければ
ならない。それ故、ノズルの角速度はパターンの半径が増加又は減少するにつれて変化し
、そしてθの変化の速度はそれに応じて調節されなければならない。“半径に依存した動
きの増分”は、経路半径の関数としてノズルのθ位置を調節する際に使用される）。ブロ
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ック 322においては、初期のθ増分を、Ｘ、Ｙ増分及び時計／反時計方向標識を使用して
計算する。ブロック 324においては、速度測定タイマーを初期化する。ブロック 326におい
ては、螺旋の上の現在のターゲットＸ及びＹ座標（次の所望の位置）を計算する。ブロッ
ク 328においては、すべての巻き及び層が引かれるまで基本パターンを繰り返す。ブロッ
ク 330においては、規定された経路速度（（ VX

2＋ VY
2） 1 / 2）を得るために現在の成分（ VX

、 VY）速度を計算する。ブロック 332においては、成分速度及びターゲットＸ、Ｙ座標を
モータコントローラ単位（即ち、エンコーダカウント）に変換する。ブロック 334におい
ては、Ｘ、Ｙ及びθモータコントローラを規定されたベクトルに関して設定する。ブロッ
ク 336においては、Ｘ、Ｙ及びθモータを現在の増分のためにスタートさせる。
図 3.　 25を参照して説明すると、決定ブロック 340においては、コンピュータは３つの軸
の動きの完了を待つ。ブロック 342においては、現在の半径を基にして新しい増分値を計
算する。決定ブロック 344においては、コンピュータは何らかのユーザキーストローク変
更が起きたかどうかを決定する（ユーザはキーボードによってある種のパラメータに対し
て実時間制御を行うことができることに注目せよ、例えば、モータ速度は矢印キーによっ
て調節することができる）。そうである場合には、ブロック 350において、それはユーザ
が何を要求したかを決定する（拡張、出口、又は次）。ブロック 352においては、コンピ
ュータは、ユーザが経路速度、線速度（即ち、注型格子のセルの間を動く際のダイの速度
）、又は半径を要求したかどうかを決定する。これらの一つが選択された場合には、プロ
グラムはブロック 354に分岐し、そしてキーが押された時間によって決定される、キース
トロークカウントによって指示されるパーセントだけ選択されたパラメータを変える。決
定ブロック 344において変化が要求されなかった場合には、コンピュータは決定ブロック 3
46に進み、そしてすべての巻き及び層が完了したかどうかを決定する。そうでない場合に
は、それは、図 3.　 26のループ 328に対応する巻き及び層ループ 356に分岐する。
要約すると、本発明は、コンピュータ制御された中空繊維膜注型システムを提供する。コ
ンピュータは DCサーボモータを制御して注型ダイを３つの軸（Ｘ、Ｙ、θ）に沿って動か
し、そしてかくして壁厚さを含む最後の膜の形を制御する。凝固速度は溶媒によって改変
されて粘性の抗力（ drag）による膜生成のための適切な時間を可能にする。膜が注型され
ている時に膜の動き又はドリフトを制限するために、マンドレル又はガイドブロックを浴
の中で使用することができる。
本明細書は、コンピュータの操作、例えば特定のユーザインターフェイス手順をかなり詳
細に述べ、そして特別なハードウェア（モータ、コントローラなど）を詳記しているけれ
ども、本発明の本当の範囲は、それらの特別なハードウェア又はソフトウェア要素に限定
されない。加えて、本発明のコンピュータ制御された注型システムは、種々のポリマー、
コポリマー又はこれらの組み合わせを基にした種々の異なる中空繊維膜の製造のために使
用することができることが当業者には明らかであろう。本発明の一つの実施態様を、図 3.
　７中に図示された種類の螺旋コイル形を有する、そして約 0.1～ 10.0ミリメートル、好
ましくは４～７ミリメートルの範囲の内径、及び約 25～ 500マイクロメートル、好ましく
は 100～ 200マイクロメートルの範囲の壁厚さを有する中空繊維膜を作るために使用した（
しかしながら、本発明は、特別な形、径又は壁厚さの繊維を注型することに限定されない
）。上で引用した米国特許第 5,002,661号中で述べられたように、このような中空繊維コ
イルは、人工膵臓の範疇において殊に有用である。
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【 図 ２ 】

【 図 ３ ． ２ 】

【 図 １ 】
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【 図 ３ ． ４ 】 【 図 ３ ． ５ 】

【 図 ３ ． ６ 】 【 図 ３ ． ７ 】
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【 図 ３ ． ８ 】 【 図 ３ ． ９ 】

【 図 ３ ． １ ０ 】 【 図 ３ ． １ １ 】
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【 図 ３ ． １ ２ 】 【 図 ３ ． １ ３ 】

【 図 ３ ． １ ４ 】 【 図 ３ ． １ ５ 】
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【 図 ３ ． １ ６ 】 【 図 ３ ． １ ７ 】

【 図 ３ ． １ ８ 】 【 図 ３ ． １ ９ 】
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【 図 ３ ． ２ ０ 】

【 図 ３ ． ２ １ 】

【 図 ３ ． ２ ２ 】

【 図 ３ ． ２ ３ 】 【 図 ３ ． ２ ４ 】
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【 図 ３ ． ２ ５ 】
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